
参考

１ 各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることの制限（概要）１ 各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることの制限（概要）１ 各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることの制限（概要）１ 各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることの制限（概要）

指名受付条件指名受付条件指名受付条件指名受付条件（※）（※）（※）（※）を加えた引受事務要領を適用することにより，水先を加えた引受事務要領を適用することにより，水先を加えた引受事務要領を適用することにより，水先を加えた引受事務要領を適用することにより，水先

の利用者が，水先に係る指名により水先を利用することを困難にしての利用者が，水先に係る指名により水先を利用することを困難にしての利用者が，水先に係る指名により水先を利用することを困難にしての利用者が，水先に係る指名により水先を利用することを困難にして

いるいるいるいる（平成２０年４月１日以降）（平成２０年４月１日以降）（平成２０年４月１日以降）（平成２０年４月１日以降）

（※）指名受付条件（水先に係る指名を受け付ける条件）は（※）指名受付条件（水先に係る指名を受け付ける条件）は（※）指名受付条件（水先に係る指名を受け付ける条件）は（※）指名受付条件（水先に係る指名を受け付ける条件）は

＊会員が当直表上の休暇中でないこと＊会員が当直表上の休暇中でないこと＊会員が当直表上の休暇中でないこと＊会員が当直表上の休暇中でないこと

＊１日ごとに水先に係る指名を受け付ける数について東京湾水先区水先人会が定める上限を超えないこと 等＊１日ごとに水先に係る指名を受け付ける数について東京湾水先区水先人会が定める上限を超えないこと 等＊１日ごとに水先に係る指名を受け付ける数について東京湾水先区水先人会が定める上限を超えないこと 等＊１日ごとに水先に係る指名を受け付ける数について東京湾水先区水先人会が定める上限を超えないこと 等

東京湾水先区水先人会東京湾水先区水先人会東京湾水先区水先人会東京湾水先区水先人会

（水先の利用者からの水先の求めを一元的に受け付け，輪番制により配乗）（水先の利用者からの水先の求めを一元的に受け付け，輪番制により配乗）（水先の利用者からの水先の求めを一元的に受け付け，輪番制により配乗）（水先の利用者からの水先の求めを一元的に受け付け，輪番制により配乗）

会員（水先人）会員（水先人）会員（水先人）会員（水先人）

水先の利用者（船社又は代理店等）水先の利用者（船社又は代理店等）水先の利用者（船社又は代理店等）水先の利用者（船社又は代理店等）

個人指名を受け付けていない個人指名を受け付けていない個人指名を受け付けていない個人指名を受け付けていない

（平成２０年７月１５日頃以降の水先についての個人指名）（平成２０年７月１５日頃以降の水先についての個人指名）（平成２０年７月１５日頃以降の水先についての個人指名）（平成２０年７月１５日頃以降の水先についての個人指名）

グループ指名については，遅くとも平成２２年８月頃までに，会員のほとグループ指名については，遅くとも平成２２年８月頃までに，会員のほとグループ指名については，遅くとも平成２２年８月頃までに，会員のほとグループ指名については，遅くとも平成２２年８月頃までに，会員のほと

んどを単一のグループに属するよう指定し，それ以降，当該グループにんどを単一のグループに属するよう指定し，それ以降，当該グループにんどを単一のグループに属するよう指定し，それ以降，当該グループにんどを単一のグループに属するよう指定し，それ以降，当該グループに

属していることを条件とするもののみを受け付け，輪番制により配乗属していることを条件とするもののみを受け付け，輪番制により配乗属していることを条件とするもののみを受け付け，輪番制により配乗属していることを条件とするもののみを受け付け，輪番制により配乗

水先に係る指名水先に係る指名水先に係る指名水先に係る指名

（水先の利用者が，水先を求めるに当たって，水先人について一定の条件を付すこと）（水先の利用者が，水先を求めるに当たって，水先人について一定の条件を付すこと）（水先の利用者が，水先を求めるに当たって，水先人について一定の条件を付すこと）（水先の利用者が，水先を求めるに当たって，水先人について一定の条件を付すこと）

各会員が自らの判断により水先の利用者各会員が自らの判断により水先の利用者各会員が自らの判断により水先の利用者各会員が自らの判断により水先の利用者

と契約して水先を引き受けることを制限と契約して水先を引き受けることを制限と契約して水先を引き受けることを制限と契約して水先を引き受けることを制限



２ 水先料の調整配分（概要）２ 水先料の調整配分（概要）２ 水先料の調整配分（概要）２ 水先料の調整配分（概要）

頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分す頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分す頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分す頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分す

ること（水先料の調整配分）を，会員を構成員とするること（水先料の調整配分）を，会員を構成員とするること（水先料の調整配分）を，会員を構成員とするること（水先料の調整配分）を，会員を構成員とする

複数の組合を通じて実施複数の組合を通じて実施複数の組合を通じて実施複数の組合を通じて実施

A B C D E

組合甲組合甲組合甲組合甲 組合乙組合乙組合乙組合乙

Ａに対する

水先料

東京湾水先区水先人会東京湾水先区水先人会東京湾水先区水先人会東京湾水先区水先人会

（水先料を一括収受）（水先料を一括収受）（水先料を一括収受）（水先料を一括収受）

会員（水先人）会員（水先人）会員（水先人）会員（水先人）

Ｂに対する

水先料

Ｃに対する

水先料

Ｄに対する

水先料

Ｅに対する

水先料

水先 水先 水先 水先 水先

会員（水先人）会員（水先人）会員（水先人）会員（水先人）

A B C D E

水先の利用者（船社又は代理店等）水先の利用者（船社又は代理店等）水先の利用者（船社又は代理店等）水先の利用者（船社又は代理店等）



    

３ 過去の事業者団体による構成事業者の機能又は活動を不当に制限した事件３ 過去の事業者団体による構成事業者の機能又は活動を不当に制限した事件３ 過去の事業者団体による構成事業者の機能又は活動を不当に制限した事件３ 過去の事業者団体による構成事業者の機能又は活動を不当に制限した事件

    

件 名 

審決（命令）年月日 

（勧告

（注）

年月日） 

内 容 

平成１９年（措）第１０号 

 滋賀県薬剤師会に対する件 

平成１９年６月１８日 

滋賀県内において医薬品の販売事業を営む薬局開設者

等のうち， 滋賀県薬剤師会の正会員である管理薬剤師

であって，個人で自ら業として医薬品の販売を行う薬局

開設者等に対し，新聞折り込み広告に一般用医薬品の販

売価格を表示しないようにさせている。 

平成１６年（勧）第１８号 

 四日市医師会に対する件 

平成１６年７月２７日 

（平成１６年６月２１日） 

① 会員が６５歳未満の者に対して行うインフルエンザ

予防接種の料金を，１件につき３，８００円以上とする

ことを決定している｡ 

② 会員の行う医療機関の開設，診療科目の増設及び病

床の増床を制限することにより，会員の機能又は活動を

不当に制限している｡ 

平成１６年（勧）第１７号 

三重県社会保険労務士会に対

する件 

平成１６年７月１２日 

（平成１６年６月１７日） 

会員のダイレクトメール，ファクシミリ等による広告

活動及び会員が顧客を獲得するための活動を制限してい

る｡ 

平成１５年（勧）第１４号 

全国病院用食材卸売業協同組

合に対する件 

平成１５年４月９日 

（平成１５年３月１４日） 

組合員に対し，同組合又は賛助会員から購入した治療

用食品の販売地域を制限している。 

（注） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成１

７年法律第３５号）による改正前の独占禁止法第４８条の規定に基づく勧告をいう。 



４ 参照条文 ４ 参照条文 ４ 参照条文 ４ 参照条文 

    

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

（昭和二十二年法律第五十四号） （昭和二十二年法律第五十四号） （昭和二十二年法律第五十四号） （昭和二十二年法律第五十四号） 

〔定義〕 〔定義〕 〔定義〕 〔定義〕 

第二条 この法律において「事業者」とは，商業，工業，金融業その他の事業を行う者をいう。

事業者の利益のためにする行為を行う役員，従業員，代理人その他の者は，次項又は第三章の

規定の適用については，これを事業者とみなす。 

② この法律において「事業者団体」とは，事業者としての共通の利益を増進することを主たる

目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい，次に掲げる形態のものを含む。た

だし，二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて，資本又は構成事業者の出資を有し，

営利を目的とし，かつ，現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。 

一 二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である社団法人その他の社団 

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免，業務の執行又はその存立を支配している財団法

人その他の財団 

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体 

③～⑨ （略） 

    

〔事業者団体の禁止行為〕 〔事業者団体の禁止行為〕 〔事業者団体の禁止行為〕 〔事業者団体の禁止行為〕 

第八条 事業者団体は，次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一～三 （略） 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動を不

当に制限すること。 

五 （略） 

    

〔排除措置〕 〔排除措置〕 〔排除措置〕 〔排除措置〕 

第八条の二 前条の規定に違反する行為があるときは，公正取引委員会は，第八章第二節に規定

する手続に従い，事業者団体に対し，当該行為の差止め，当該団体の解散その他当該行為の排

除に必要な措置を命ずることができる。 

②・③ （略） 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成二十一年法律○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成二十一年法律○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成二十一年法律○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成二十一年法律

第五十一号）による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 第五十一号）による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 第五十一号）による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 第五十一号）による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

〔事業者団体の禁止行為〕 〔事業者団体の禁止行為〕 〔事業者団体の禁止行為〕 〔事業者団体の禁止行為〕 

第八条 事業者団体は，次の各号の一に該当する行為をしてはならない。 

一～三 （略） 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動を不

当に制限すること。 

五 （略） 

②～④ （略） 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則（抄） ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則（抄） ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則（抄） ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則（抄） 

（平成二十五年法律第百号） （平成二十五年法律第百号） （平成二十五年法律第百号） （平成二十五年法律第百号） 

〔施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置〕 〔施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置〕 〔施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置〕 〔施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置〕 

第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に一の違反行為について当該違反行

為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者（事業者の利益のためにする行為を行

う役員，従業員，代理人その他の者が構成事業者である場合には，当該事業者を含む。附則第

七条第一項において同じ。）の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（以下「旧法」という。）第四十九条第五項（旧法第五十条第六項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除

し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続，課徴金の納

付を命ずる手続，課徴金を徴収し又は還付する手続，審判手続（審判官の指定の手続を含む。

次条及び附則第四条において同じ。），当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続そ

の他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては，なお従前の例に

よる。 


